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平成23年12月27目

都道府県医師会介護保険担当理事殿

日本医師会常任理事

　　三上　裕司

　　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令について

　　　　　　　（軽費老人ホームの設備および運営に関する基準関係）

　「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律（平成23年法律第37号）」につきましては、本年10月18目付（介71）にて、老人福

祉法および介護保険法の改正がなされ、従来厚生労働省令で定めることとされていた施設基

準等については、都道府県または市町村の条例で定めることとされた旨、ご連絡申し上げた

ところであります。

　今般、　「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成23年法律第105号）」において、社会福祉法の改正がなされ、軽費老人ホー

ムについても従来厚生労働省令で定めることとされていた施設基準等について都道府県等の

条例で定めることとされました。

　これに伴い、厚生労働省令で定められている施設基準等につき、　「従うべき基準」、　「標

準」および「参酌すべき基準」に区分する等の省令改正として「地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生

労働省関係省令の整備に関する省令（平成23年厚生労働省令第150号）」が公布され、平成24年

4月1目から施行されることとなり、厚生労働省老健局長より都道府県知事等宛てに、施行通

知が発出されました。

　つきましては、貴会におかれましても本内容をご了知いただき、貴会傘下の郡市区医師会

への周知方宜しくお願い申し上げます。



記

（添付資料）

・「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一

部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令について（軽費老人ホームの設備及び運営

に関する基準関係）」の送付について

　（平23．12．21老発1221第1号　厚生労働省老健局長　通知）

・官報（平23．12．21号外第276号）

以上



老発1221第1号
平成23年12月21目

各

都道府県知事

指定都市市長

中核市市長

殿

厚生労働省老健局長

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省

令について（軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準関係）

　　「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（平成23年厚生

労働省令第150号）」については、本日公布され、平成24年4月1目から施行される
ところであるが、その趣旨及び主な内容のうち、軽費老人ホームの設備及び運営に関する

基準（平成20年厚生労働省令第107号）に係るものについては下記のとおりであるの

で、十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運

用に遺漏のないようにされたい。

記

第1　改正の趣旨

　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（平成23年法律第105号）において、社会福祉法（昭和26年法律第
45号）の改正がなされ、従来、厚生労働省令で定めることとされていた施設基準等

について、都道府県（指定都市及び中核市を含む。以下同じ。）の条例で定めること

とされた。

　また、都道府県が条例を定めるに当たっては、施設基準等に定められた事項ごとに、

①厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの（以下「従うべき基準」という。）

②　厚生労働省令で定める基準を標準として定めるもの（以下「標準」という。）

③厚生労働省令で定める基準を参酌するもの（以下「参酌すべき基準」という。）



とされているところである。

　これに伴い、厚生労働省令で定められている施設基準等につき、「従うべき基準」、

「標準」及び「参酌すべき基準」に区分する等、所要の省令改正を行う。

第2　改正の概要

　「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」に定める基準につき、以下のとお

り区分する（第15条関係）。

　　①「従うべき基準」

　　　・　軽費老人ホームに配置する職員及びその員数

　　　・　軽費老人ホームに係る居室の床面積

　　　・　軽費老人ホームの運営に関する事項であって、利用者の適切な処遇及び安

　　　　全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定め

　　　　るもの

　②r標準」
　　　・　軽費老人ホームの入所定員

　③「参酌すべき基準」

　　　・　①及び②に掲げる基準以外の基準

第3　留意事項

（1）　「従うべき基準」、　「標準」及び「参酌すべき基準」の区分の詳細については、

　別添を参照されたい。

（2）なお、　「従うべき基準」、　「標準」及び「参酌すべき基準」については、　「地方

　分権改革推進計画について」　（平成21年12月15目閣議決定）において、以下

　のとおり定義されているところ、十分留意されたい。

　・「従うべき基準」

　　　　条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、

　　　当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容される

　　　ものの、異なる内容を定めることは許されないもの。

　・r標準」

　　　　法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、

　　　地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容されるもの。

　・「参酌すべき基準」

　　　　地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異な

　　　る内容を定めることが許容されるもの。

第4　施行期日

平成24年4月1目



（別派）

地方分権一括法に基づく都道府県の条例で基準を定めることとされた基準の整理について
（軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準関係）
●『従うべき基準』及び「篠準』に該当するもの（それ以外の基準は『参酌すべき基準』）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

6陣方分権」話法における楓拠球分 ●対象雀令名 ●条項

①人員配置基準「従うべき基準」

第5乗

第39条において準用する第5条

附則第10条において準用する第5条

附則第17条において準用する第5条第1項

第6条

第39乗において準用する第6粂
社会福祉俵
W5条

軽費老人ホームの設億及び運営に閨する基準

附則第10条において學用する篤6条

附割寮17粂において準用する第6条

第11条

第37粂

附則第6条

附剣第14条

②居室面璋基準「従うべき基準」

第10条獅項第1号・第4項第1号’、，第5項第1号，、

第36条纂3項第1号・第4項第1号ハ
社会梧祉遥
U5条

軽箕老人ホームの設鯖及び運営に関する基準
附則第5条第3項第1号・第4項第1号ハ

附則算13柴第3項第1号・第4項第1号ハ

③人権に直結する運営基準等r従うべき基準』

第12条纂1項及び第2項

第3g条において準用する第12条第1項及び第2項

附則第10条において準用する第12条第1項及び鏑2項

附則第17柴において準用する第12条第1項及び纂2項

第17条第3項・第4項

第39条において準用する篶17条第3項・第4項

附即第10条において準用する第17条第3項・第4項

附則第17条において準用する第17条第3項・第4項
社会福祉決

U5条
軽費老人ホームの詮煽及ぴ運営に関する器準

第29条

第39条において箪用する第29条

附則第10条において準用する算29条

附飼第17条において準用する第29条

第33条

第39条において準用する第33条

附則第10条において準用する第33条

附則盆1了条において準用する第33条

④利用定員「標準」

第35条

社会福祉法

T5条
軽貴老人ホームの設備及び運営に関する基準 附則第4条

附則徽2条



56（号外第276号）報官水曜日平成23年12月21日
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と
と
す
る
。

　
　
第
七
条
中
「
医
師
が
常
時
三
人
以
上
勤
務
す
る
」
を
削
り
、
「
第
十
八
条
但
書
」
を
「
第
十
八
条
た
だ
し
書
」
に
改

　
め
る
。

　
　
第
士
ハ
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
病
院
に
あ
っ
て
は
法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
消
毒
施
設
の
ほ

　
か
に
必
要
な
消
毒
施
設
を
、
診
療
所
に
あ
っ
て
は
」
を
削
る
。

　
　
第
十
九
条
第
一
項
中
「
、
歯
科
医
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
従
蓼
有
」
を
「
及
び
歯
科
医
師
」
に
改
め
、
同
項
中
第

　
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
「
取
扱
処
方
せ
ん
」

　
を
「
取
扱
処
方
箋
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次

　
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　
2
　
法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
（
病
院
の
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
に
係
る
も
の
に
限

　
　
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
も
の
は
、
次
の
と

　
　
お
り
と
す
る
。

　
　
一
　
薬
剤
師
　
精
神
病
床
及
び
療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
百
五
十
を
も
つ
て
除
し
た
数
と
、
精

　
　
　
神
病
床
及
び
療
養
病
床
に
係
る
病
室
以
外
の
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
七
十
を
も
つ
て
除
し
た
数
と
外
来
患
者

　
　
　
に
係
る
取
扱
処
方
箋
の
数
を
七
十
五
を
も
つ
て
除
し
た
数
と
を
加
え
た
数
（
そ
の
数
が
一
に
満
た
な
い
と
き
は

　
　
　
一
と
し
、
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
一
と
し
て
計
算
す
る
。
）
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第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
趣
旨
）

第
一
条
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
婦
人
保
護
施
設
に
係
る
社

　
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
六
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

　
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

定
都
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

市
　
改
め
る
。

　
（
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め

　
る
。

　
　
第
三
十
四
条
の
二
十
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

　
第
三
十
四
条
の
二
十
の
二
　
法
第
三
十
六
条
第
四
項
（
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
　
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
法
人
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
療
養
介
護
に
係
る
指
定
又
は
短
期

　
　
入
所
（
病
院
又
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
指
定
の
申
請
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
第
三
十
四
条
の
二
十
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
法
第
三
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

　
第
三
十
四
条
の
二
十
四
の
二
　
法
第
三
十
八
条
第
三
項
（
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

　
　
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
法
人
で
あ
る
こ
と
と
す

　
　
る
。

　
2
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
〔
薬
事
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定

　
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条
薬
事
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
士
ハ
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用

　
途
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
条
第
二
号
中
「
第
六
十
九
条
第
＝
．
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
一
　
社
会
福
祉
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府

　
　
県
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以

　
　
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と

　
　
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
。
以
下
同
じ
。
）
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

　
　
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

二
社
会
福
祉
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府

　
　
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
十
条
第
三
項
第
四
号
及
び
第
四
項
第
一
号
イ
の
規
定
に

　
　
よ
る
基
準

三
　
社
会
福
祉
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外

　
　
の
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準
の

　
　
う
ち
、
前
二
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

第
三
条
中
「
最
低
基
準
」
の
下
に
「
（
社
会
福
祉
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
条
例
で
定
め

第
十
条
第
二
項
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
士
一
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核

　
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
」
を
「
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ
っ
て
は
」
に

る
基
準
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

　
（
軽
費
老
人
ホ
τ
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
号
）
の
一
部

　
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
趣
旨
）

　
第
『
条
　
経
費
老
人
ホ
」
ム
（
老
人
福
祉
法
（
昭
和
一
一
．
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る

　
　
経
費
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」

　
　
と
い
う
。
）
第
六
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ

　
　
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

　
　
一
　
法
弟
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
（
地
方

　
　
　
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定

　
　
　
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に

　
　
　
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ

　
　
　
き
基
準
　
第
五
条
第
一
項
（
第
三
十
九
条
、
附
則
第
十
条
及
び
附
則
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

　
　
　
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
九
条
及
び
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
条
（
第
三
十

　
　
　
九
条
、
附
則
第
十
条
及
び
附
則
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
、
第
三
十
七
条
、

　
　
　
附
則
第
六
条
並
び
に
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
二
　
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

　
　
　
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
十
条
第
三
項
第
一
号
、
第
四
項
第
一
号
ハ
及
び
第
五
項
第
一
号
ハ
、

　
　
　
第
三
士
ハ
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
一
号
ハ
、
附
則
第
五
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
一
号
ハ
並

　
　
　
び
に
附
則
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
三
　
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

　
　
　
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
三
十
九
条
、
附
則
第
十
条
及
び

　
　
　
附
則
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
第
三
十
九
条
、
附
則

　
　
　
第
十
条
及
び
附
則
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
九
条
（
第
三
十
九
条
、
附
則
第
十

　
　
　
条
及
び
附
則
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
三
十
三
条
（
第
三
十
九
条
、
附
則
第
十

　
　
　
条
及
び
附
則
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
四
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

　
　
　
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
標
準
と
す
べ
き
基
準
第
＝
．
十
五
条
、
附
則
第
四
条
及
び
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ

　
　
　
る
基
準

　
　
五
　
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
都
道
府

　
　
　
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
　
こ
の
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前
各
号
に
定
め
る

　
　
　
規
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

　
　
第
五
条
中
「
社
会
福
祉
法
」
を
「
法
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
条
第
二
項
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指

定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核

市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
」
を
「
指
定
都
市
又
は
中
核
市
に
あ
っ
て
は
、
」
に
改
め
る
。

　
　
一
一
十
　
　
　
　
　
　
「
土
（
　
　
亀
　
　
び
『
同
　
　
を
『
　
こ
　
　
る
。

　
　
　
附
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
第
十

　
四
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」

　
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

2
　
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

　
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


